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答 申 書 

 
平成１８年 １月１３日 

丸亀市長 新 井 哲 二 様 
丸亀市男女共同参画審議会 
会 長  岡 本 恵 子 

  
男女共同参画プランまるがめ（案）について（答申） 

 

平成１７年９月３０日付１７企企第２６２号で諮問のあった男女共同参画プランまるがめ

（案）について次のとおり答申します。 

記 

当審議会は、平成 17 年９月 30 日から平成 17 年 12 月 19 日までに５回開催し、男女共同参画

社会の形成に向けた国内外の動きや本市の現状と課題、市民ニーズなどを考慮しながら、慎重に

審議を重ねました。 

諮問されたプランは、合併による経過や策定の趣旨を踏まえ、旧丸亀市における男女共同参画

の基本理念を引き継いだものであり、その内容はおおむね妥当なものと認められます。 

なお、今後プランを策定し、また実行するにあたっては、以下の提言に配慮されるとともに、

審議の過程で各委員から出された意見も反映されるよう求めます。この答申を受けて策定される

プランが、確実に実行され、目標が達成できるよう最大の努力を望みます。 

  

１．文言の表現など文章の一部を修正するよう求めます。修正すべき箇所、項目ごとの具体的な

意見等は、別紙のとおりです。 

２．丸亀市における男女共同参画の基本理念となる男女共同参画都市宣言は、宣言文が目指す基

本姿勢に変わりはないことから、当審議会としては旧丸亀市の宣言文をそのまま引き継ぐこ

とが適当であると結論します。 

３．「ジェンダー」の用語については、男女共同参画を推進するうえで重要な概念であり、国際

社会の共通認識として定着しているので、今回策定するプランにも当然使うべきと考えます。 

４．女性が働きやすい環境を作るため、企業等での男女共同参画が進むよう関係各所に対して積

極的に働きかけをしてください。 

５．まず市役所が率先して取り組むという意味合いからも、審議会等委員や管理職への女性登用

を積極的かつ計画的に進めるよう求めます。 

６．あらゆる施策を市民との協働や人材の養成を念頭に置いて行い、市民と連携して事業推進さ

れるよう望みます。 

７．男女共同参画に関する旧市町間の格差をできるだけ早く解消するため、地域コミュニティな

どを通じて、啓発事業をはじめとした様々な方策を講じるよう努めてください。 

８．プランをより実効性あるものにするため、施策の進捗状況を当審議会に報告するよう求める

とともに、事業実施担当課と意見交換する機会も希望します。 
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男 女 共 同 参 画 審 議 会 委 員

（平成１７年９月３０日委嘱・５０音順）

会　長 岡　本　恵　子 ゆめネットワーク 代表

副会長 松　本　京　子 四国学院大学 文学部教授

石　川　正　博 丸亀市民生委員児童委員協議会連合会 副会長

岩　田　理　香 丸亀市母子愛育班連絡協議会 飯野母子愛育班 副班長

酒　井　明　世 香川短期大学 幼児教育学科教授

阪　根　健　二 香川大学 教育学部助教授

篠　畑　延　子 かがわ男女共同参画推進員

杉　本　政　子 公募

津　村　幸　子 かがわ男女共同参画推進員

中　橋　恵美子 ＮＰＯ法人わははネット 代表

福　岡　由紀子 丸亀市婦人団体連絡協議会 副会長
かがわ男女共同参画推進員

福　濱　義　照 丸亀市連合自治会 副会長

増　田　弘　子 公募

松　本　好　史 丸亀市ＰＴＡ連絡協議会 書記

真　鍋　志　朗 丸亀商工会議所 副会頭

山　本　久美子 かがわ男女共同参画推進員
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プラン策定の経過

◆ 平成17年 3 月 22 日 丸亀市・綾歌町・飯山町が合併して 新丸亀市 誕生

◆ 平成17年 5 月 16 日 第１回男女共同参画推進本部

プラン策定方針を決定、基本的に旧丸亀市のプランを引き継ぐ

6 月 30 日 男女共同参画推進本部幹事会

6 ～ 7 月 アンケート調査実施

市民アンケート　20歳以上の男女3,000人を抽出 有効回収1,078人 　

企業アンケート　従業者5人以上の全701事業所 有効回収231事業所

9月6日 調査結果を公表

7 月 1 日 男女共同参画審議会委員公募

8月1日まで募集　8月8日選任 

8 月 18 日 男女共同参画審議会委員決定

9 月 20 日 第２回男女共同参画推進本部

プラン庁内原案を決定

9 月 30 日 第１回男女共同参画審議会

市長からプラン(案）を諮問

10 月 14 日 パブリック・コメント（意見募集）実施

11月15日まで募集 1月18日結果と回答を公表

10 月 28 日 第２回男女共同参画審議会

11 月 16 日 第３回男女共同参画審議会

11 月 22 日 第４回男女共同参画審議会

12 月 1 日 「男女共同参画都市宣言」を議決

12 月 19 日 第５回男女共同参画審議会

平成18年 1 月 13 日 男女共同参画審議会からプラン(案)の答申

2 月 6 日 第３回男女共同参画推進本部

「男女共同参画プランまるがめ」決定
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